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～　職場でセクシュアルハラスメントをしない、させないために　～
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男性も女性も、セクシュアルハラスメントの被害者にも


行為者にもなりえます。職場で働く全員、ひとりひとりが


言動に気をつけましょう。





□  性的な発言（性的な冗談やからかい、性的な質問、性的な噂の流布）


　


□  性的な行動（わいせつな図画の閲覧・配付・掲示、身体への不必要な接触、交際・性的な関係の強要）





□  性的な言動により他の者の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為





□  性的な言動への抗議又は拒否等を行った者に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為　





□  部下等がセクシュアルハラスメントを受けている事実を認めながら、上司が黙認する行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　  セクシュアルハラスメントを受けた時には、ひとりで


悩まずに窓口に相談しましょう。相談には公平に、関係


者すべてのプライバシーを守って対応します。





相談窓口  所属・氏名           　　 　          （tel　   　　      　　　内線 　      ）


　　　　　　　　　　　　　　　


所属・氏名           　　 　          （tel　   　　      　　　内線  　     ）


　　　　


メール相談  アドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





セクシュアルハラスメントにあたるか微妙な場合も含め、広く相談に対応します。相談者や事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。安心してご相談ください。


なお、セクシュアルハラスメントの行為者に対しては、就業規則（懲戒規定）に基づき、懲戒処分を行います。処分は、次の要素を総合的に判断して決定します。


行為の具体的態様[時間・場所（職場か否か）・内容・程度・反復継続性]


当事者同士の関係（職位等）


被害者の対応（告訴等）・心情等
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平成２３年８月　栃木労働局雇用均等室作成








